
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 18 年

12月22日（金曜日）

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例

（
総
務
学
事
課
、
子
育
て
支
援
課
、
教
育
委
員
会
）

三

香
川
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
務
文
書
課
）

八

香
川
県
条
例
の
用
字
及
び
用
語
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

九

香
川
県
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
税
　
務
　
課
）

一
一

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一
二

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（
医
務
国
保
課
）

香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
県
立
病
院
課
）

一
三

香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
公
安
委
員
会
）

一
五

◇
香
川
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六
十

三
号
）

１
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
お
い
て
、
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
は
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
認
定
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
職
員
の
配
置
に
関
す
る
基
準
、
職
員
の
資
格
等
に
関
す
る
基
準
、
園
舎
及
び
保
育
室
等

に
関
す
る
基
準
、
調
理
室
に
関
す
る
基
準
、
屋
外
遊
戯
場
に
関
す
る
基
準
、
教
育
及
び
保

育
の
内
容
に
関
す
る
基
準
、
職
員
の
資
質
等
の
向
上
に
関
す
る
基
準
、
子
育
て
支
援
事
業

に
関
す
る
基
準
並
び
に
管
理
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六
十
四
号
）

１
　
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
経
費
の
削
減
及
び
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
県
公
報
の

発
行
方
法
を
原
則
と
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
発
行
と
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
条
例
の
用
字
及
び
用
語
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六

十
五
号
）

１
　
既
存
の
条
例
に
つ
い
て
、
用
字
及
び
用
語
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
他
の
公
用
文
書
等

と
統
一
を
図
り
形
式
を
変
更
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

八
年
香
川
県
条
例
第
六
十
六
号
）

１
　
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
及
び
中

心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す

る
法
律
第
三
十
四
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
七
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

二

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県

条
例
第
六
十
九
号
）

１
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
知
事
の

権
限
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
の
う
ち
、
高
松
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
を
追

加
等
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香

川
県
条
例
第
七
十
号
）

１
　
病
院
事
業
に
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
の
全
部

を
適
用
し
、
病
院
事
業
管
理
者
を
設
置
し
、
及
び
病
院
事
業
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事

務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
の
組
織
を
設
置
す
る
た
め
並
び
に
香
川
県
立
津
田
病
院
を
廃
止
し
、

及
び
香
川
県
立
白
鳥
病
院
附
属
津
田
診
療
所
を
設
置
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
七
十
一
号
）

１
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六

十
七
号
）

１
　
近
年
、
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
の
普
及
に
伴
い
多
数
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
が
流
通
し
、
中
に
は
、

殺
人
や
暴
力
な
ど
の
残
虐
性
が
高
い
シ
ー
ン
が
含
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
わ
い
せ

つ
な
ビ
デ
オ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
な
ど
も
氾
濫
し
、
青
少
年
に
悪
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
図
書

等
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
有
害
図
書
等
と
す
る
た
め
に
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
包
括
指
定
を
行
う
有
害
図
書
等
に
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
す
る
等
の
要
件
を
加
え
、

新
た
に
、
図
書
等
の
審
査
を
行
う
団
体
で
、
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の
が
、
青
少
年
に

販
売
等
を
し
、
閲
覧
さ
せ
、
又
は
視
聴
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
図
書
等

で
当
該
団
体
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
包
括
指
定
の
対

象
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
知
事
が
団
体
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
団
体
が
定
め
る
表
示
方
法
を
県

報
に
登
載
し
て
公
示
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
知
事
が
団
体
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
香
川
県
児
童
福
祉
審
議
会
等
に
諮
問
す

る
こ
と
と
し
た
。

５
　
平
成
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六

十
八
号
）

１
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
市
町
に
設
置

さ
れ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
置
く
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
職
員
の
研
修
を
県
が
実
施
す

る
に
当
た
り
、
受
講
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

三

香川県認定こども園の認定の基準に関する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十四号

香川県認定こども園の認定の基準に関する条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

八

香川県公告式条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十五号

香川県公告式条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

九

香川県条例の用字及び用語の整備等に関する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十六号

香川県条例の用字及び用語の整備等に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

一
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

一
一

香川県中心市街地における県税の特別措置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十七号

香川県中心市街地における県税の特別措置条例の一部を改正する条例
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香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十八号

香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十九号

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第七十号

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
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香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第七十一号

香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
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香川県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年十二月二十二日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第七十二号

香川県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例の一部を改正する条例
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
号
外
）

一
六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


